
司法は環境保護のために何ができる？

清鎮市人民法院生態系保護法廷の業務を例として



生態系保護法廷設立の背景



2007年前、毎年大量に発生していた藍藻類



共産党貴陽市委員会、貴陽市政府は多く
の措置を取り、水源を保護する

貴陽市市民の水源を
守るために措置をとる

行政手段で両湖一庫を保護：
貴陽市両湖一庫管理局を設立し、
行政の法律執行権を統一させる

経済手段で両湖一庫を保護：
貴陽市両湖一庫基金会を設立、

環境回復の資金を募集

法律手段で両湖一庫を保護：
環境保護法廷を設立し、

伝統的で単一な
環境行政の法律執行モードを超え、
法という武器で美しい環境を保護



生態系法廷の設立

• 2007年11月20日、貴陽市の生

態系環境資源の保護を強化し
、法という武器で貴陽市の優
美な環境を保護するため、全
国初の独立編制を持つ環境
保護法廷を設立した（後ほど「
生態系保護法廷」と改名）。全
国の先頭に立って、環境審判
三審合一（民事、行政、刑事
事件審判の統合）及び集中的
専属管轄を実践した。



• 生態系保護法廷の活動状況



一、公益訴訟を行い、環境保護と経済発展
の両立を図る

• 二つの生態系保護法廷の設立後、環境公益
訴訟の実務発展に力を入れ、環境公益訴訟
事件の審判に通じて、いくつかの環境汚染問
題を確実に解決した。同時に、経済発展を守
ることもできた。環境保護と経済発展のWin-
Winの実現に努力する。



貴州省初の環境公益訴訟

• 貴陽市両湖一庫管理局

Vs貴州天峰化工有限会社

汚染による不法行為事件



• 天峰社は大量なリン酸石膏のク
ズを、リン酸石膏のクズ鉱石置き
場に置いた。その場所は紅楓湖
上流にある羊昌川から、直線距
離がおおよそわずか800mのとこ

ろにある。置かれていたリン酸石
膏のクズはすでに２００万トンか
ら３００万トンくらいに至った。必
要な防水・にじみ防止措置及び
相応な廃水処理設備の未採取
により、クズ置き場の浸透液は地
表・地下に通じ、羊昌川に排出さ
れた。



• 2007年12月27日、環境保護法廷は「貴州省環境公益訴訟初

事件」の審判を行い、「被告貴州天峰化工有限会社は、判決
の発効日から直ちにリン酸石膏のクズ鉱石置き場の使用及
びリン酸石膏のクズ鉱石置き場の環境への侵害を停止し、
2008年3月31日までに環境への影響を消去しなければなら
ない」と、即日に判決を言い渡した。

• 審理終了後、被告の関連責任者は、新たなリン酸石膏の排
出を直ちに停止するうえ、直ちに既存のリン酸石膏クズ鉱石
置き場の処理を着手することによって、定められた期間内に
処理作業を完成させると示した。



判決言い渡し後、天峰者はクズ鉱石の除去、浸透液回収プールの建設、汚
染物のカバーなどの方法によって、リン酸石膏から生じた汚染を消去させた
。なお、確定した判決にしたがって製造装置を撤去し、最終的に全社営業停
止となった。



現在、紅楓湖の水質は第３級に安定し、リンの総指標は60％も
降下できた。



• 生態系保護法廷は貴州省の実際状況を踏ま
え、環境保護と経済発展を両立させWIN-WIN

を実現するとの司法理念を貫いている。汚染
を起こした企業に対しては、裁判所は単に企
業の閉鎖、巨額の賠償ではなく、司法介入に
よる改善処置の督促に通じて、環境汚染問
題を解決し、基準内排出・合法的生産を実現
させることを重視する。



貴陽公衆環境教育センター
Vs貴州開陽リン化工有限会社等４社

大気及び水汚染による環境公益訴訟事件



専門家が現場で問題調査



処理・改善案の制定と論証



和解の達成

• 被告は専門家意見に基づいて、資格を有する企業に処理案
の制定を依頼する、処理案は専門家論証に通さなければな
らない。被告は制定された処理案にしたがって、2016年3月

末までに環境汚染処理を完成させ、かつ、本件訴訟費、原
告専門家依頼費用、調査費用、弁護士利用料などの合理的
な出費を負担する。被告は自発的に公衆が行う２年間の監
督を受けることに承諾する。

• 当該協議内容の客観性と公正、及び公共利益・第三者利益
に侵害しないことを保障するため、裁判所は民事訴状・調停
協議及び被告の処理案等の資料を３０日間公表し、公衆か
らの監督を受けることにした。



被告の処理・改善措置に—2016年1月14日
に裁判官が再訪問



2016年5月 検収



二、立法を促進し、立法作業に実務上の
素材を提供する



中華人民共和国民事訴訟法

• 第５５条 環境汚染・多数の消費者の合法的
権利利益等の社会公益を損害する行為に対
し、法で定める機関と関連組織が人民法院に
対し訴訟を提起することができる。

• 第７９条 当事者は人民法院に対し、専門知
識を有する者に出廷を通知し、鑑定人が作成
した鑑定意見または専門問題に対し意見を
提出することを申請できる。



「環境民事公益訴訟事件の審理に係る適
用法律の若干の問題に関する解釈」

• 6条環境民事公益訴訟事件の第一審は環境汚染・生態系破

壊行為の発生地・損害結果の発生地或いは被告の住所地
の中級以上の人民法院が管轄する。

• 中級人民法院は必要だと考える場合、高級人民法院に報告
し、承認を得た後、本法院が管轄する第一審環境民事公益
訴訟事件を基層人民法院に審理を移すと裁定できる。

• 第２０条第２項 人民法院は被告に対し生態系環境の修復
の判決を下す同時に、被告が修復義務を履行しない場合に
負担すべき生態系環境の修復費用を確定でき、被告に対し

、生態系修復費用の負担を直接に判決することもできる。



貴陽市生態系文明城市建設条例

• 第38条 審判・検察機関は環境訴訟事件を取り扱う、または

環境事件の処理に参加する場合、行政機関または関連団体
に対し司法意見または法律意見、検察意見及び督促命令を
提出することができ、関連行政機関及び団体は速やかに返
答すべきである。

• 環境違法行為を処理する行政機関または環境公益訴訟を
提起する原告は、当事者の行為が自然資源及び生態系・生
活の破壊を加重する、または回復困難の結果を引き起こす
可能性があると考える場合、人民法院に保全措置を申請で
きる。



三、刑事手段で犯罪に打撃を与え、威圧力を強
化し、公衆の生態系文明意識を向上させる。

• 刑事手段における犯罪への打撃に通じて、
生態系保護法廷が受理する刑事事件は全体
的に年々減少の傾向を示している。



夏大平危険廃棄物違法処置事件
有期懲役１年3ヶ月、罰金５万元併科



各年における事件総件数のうち、
刑事事件の割合
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刑事事件における生態系回復



四、行政機関の積極的、合法的な業務遂行を支持、
監督する

• 「政府が主導、公衆が参加、法制度で保障」
との原則を貫く。一方、行政機関の合法的な
行政行為に対し、法院が法により支持する、
もう一方、行政機関の不作為、違法作為に対
し、法院が司法審査に通じて監督を行うこと
によって、行政機関の積極的、合法的な行政
管理業務の遂行を促進し、企業の環境リスク
を回避・減少させる。



1、環境司法 訴訟前禁止命令



2、環境行政の法律執行者のトレーニングで業
務遂行能力の向上を図る



３、司法意見書

• 法的根拠：「中華人民共和国行政訴訟法」第66条第
２項

• 召喚に応じずに正当な理由なくして出廷しない被告
、または法廷の許可を得ずに途中に退廷した被告
に対し、人民法院は被告の出廷拒否または途中退
廷の状況を公告できる、かつ、監査機関または被告
の一級上の上級行政機関に対し法によりその主要
担当者または直接責任者に処分を下す司法意見を
提出できる。



• 「貴陽市生態系文明城市建設条例」第38条

審判・検察機関は環境訴訟事件を取り扱う、
または環境事件の処理に参加する場合、行
政機関または関連団体に対し司法意見また
は法律意見、検察意見及び督促命令を提出
することができ、関連行政機関及び団体は速
やかに返答すべきである。



管轄区内の行政部門との調査研究座談会

• ２０１４年5月、生態系

法廷は修文県、開陽県
、息烽県の生態系保護
部門における行政事件
がない、行政非訟事件
と行政処罰事件が少な
いという問題に対し、3

つの県に調査研究を行
い、早期警告を発した。
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五、保護と公衆参加の促進

• 1、各種の主体から提起された環境公益訴
訟を模索

• 行政機関、 NGO、検察機関、個人

• 2、公益訴訟の原告に対する資金援助

• 訴訟費納入の猶予、敗訴の場合：訴訟費免除、訴
訟に必要とする鑑定・分析・評価費用、弁護士費用
について、裁判所に申請を出し、貴陽市両湖一庫基
金会が援助を提供。勝訴の場合：弁護士費用は被
告負担、弁護士に法律援助の提供を励む



• 3、公衆の知る権利と参加権を保護

• 環境公益訴訟の受理、環境公益訴訟の和解とも、
公告を行う。

• 4、柔軟な事件処理方法、事件処理所要期
間を短縮

• 調停、判決、訴訟取り下げ、確認

• 事件処理期間とできるだけ短縮させ、時間的コスト
を軽減する



5、専門家が事件の審理に介入



6、人民陪審員が事件の審理に参加



7、審理と審判の公開



8、判決書のオンライン公開



9、司法手段で公衆の環境情報の取得を保障する



10、公衆参加の方法に革新し、環境組織を環境事件の
独立第三者として要請し、現場監督を行う



公衆参加と環境司法の一体化
——第三者監督とその拡大

• 2014年、生態系保護法廷の促進の上、清鎮市政府は貴陽

公衆環境教育センターと「公衆の環境保護第三者監督への
参加委託協議書」を締結し、第三者として、清鎮市内の３７軒
の企業の環境保護状況と政府部門の職務履行状況に対し
監督することを、貴陽公衆環境教育センターに委託し、「対
抗的でない環境社会の管理モード」を作り出した。なお、法
院は第三者監督で使われる資金の使用状況に対し監督す
る。第三者監督は環境保護への公衆参加と社会管理の効
果的な方法として、迅速な発展を果たした。



１１、訴訟と非訟による紛争解決体制の創設



12、環境保護知識の普及、環境保護理念の樹立
——裁判官が小学生に環境保護判例を説明し、環境審判の模擬法廷を行う。

•夏令营照片



裁判官がコミュニティーに



13、環境法廷コンテスト




